
ビル所有者・管理者様へ　　　　　　　　　　　　　　・

〃　中央消防署からの火災発生のお知らせ　（緊急H28．5．26）

平成28年5月24日（火）及び25日（水）に、連続放火と思われる2件の火災と、従業

員の適切な遊離誘導等が行われた1件の火災事例がありましたので、情報提供をし、注憲喚起

させていただきます。

①　平成28年5月24日（火）13時頃及びその翌日の25日（水）22時頃と連続して、

中央区南8無菌6丁目　複合用途防火対象物（賃貸共同住宅、コンビニ、飲食店、事務所入

居）の共同住宅用ごみ彊場内のごみに火を付けだと思われる事案が発生しました。

幸いにも火災は、当該建物の居住者及び勤務者により、早期に発見及び初期消火され、

ごみの一部及び周辺の壁が燃えた程度で鎮火しました。

今後の類似火災を防ぐため、以下について注意煩います。

・ごみは決められた日の軸に出す．

・共用部の廊下や階段には物を輝かない。

・‘物晴や車庫、また車両などは鎚をかける。

・蜜の周り1こ燃えやすいものを置かない。

・人感センサー付き照明器呉などの外灯を付け明るくするなど

の対策をとる。

②　平成28年5月25日（水）19時頃、中央区商4集西4丁目「ススキノラブイラ」地下

3階の電気室から出火し、ビル内が一時停電となり、ビル内の飲食店等にいた宮及び従業員

全員約1、000人以上が、屋内階段等で塵外に避縦する事案が寮生しました。

善いにも火災は電気室内で収まり、避難者は適切に確保された避難経路を従業員等の誘導

により屋外まで全員にケガはなく避難することができました。

・この事例から、以下について再確翰願います。

　　　　　　　　　　　　　　　 l
・防火管理蕾 を中心 に、各従業 員割 こ対 し、日頃か ら火災時 の対 応
について教 育されて いるか．

・階段、廊 下等の避難経 路に物 品を置 かれていな いか。

（「さ っぽ ろ廊下 ・階 段ク リーンキ ャンペー ン」の徹底）

こ不的な点は中央消防聾までお問い合わ世ください。

ヰ喚消障害予防課防火推進係：佐陳〃串田　011－215－21“20


